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論 説

譚　天陽 **

中国における拡大集中許諾の試論
─ 第三回著作権法改正の議論を中心に ─ *

Ⅰ．問題の所在

　著作権集中管理団体（以下，引用の場合を除
き，適宜，「集中管理団体」という）が管理でき
る，集中管理団体に加入している著作権者の著作
物（以下，「構成員著作物」という）の有限性と，
利用者の著作物に対する需要の多様性が，著作権
集中管理（以下，引用の場合を除き，適宜，「集
中管理」という）の運用上の，1 つの大きな課題
となっている。伝統的な集中管理は，著作権者に
よるオプトインが主流となっている一方，拡大
集中許諾（Extended Collective Licensing，以下，

「ECL」という）モデルでは，著作権者は，オプ
トアウトしなければ自身の著作権が集中管理され
ることになるという仕組みが採られている。一般
的に，ECL とは，法律の規定により，著作権及
びこれに隣接する権利について，全国的な範囲で
代表性のある集中管理団体が利用者との間で締結
する利用許諾契約の効力は，当該団体に加入して
いない非構成員著作物にも及ぶとする制度であ
る 1）。ECL モデルでは，集中管理の対象を非構成
員著作物にまで拡張することができるため，同制
度は，特定の分野における著作物の大量利用に係
る問題を解決すること，権利者が行使することが
困難な権利に対して十分な保護を与えることとい
う 2 つのニーズに応えるものとされている 2）。
　日本では，2020 年 9 月に知的財産戦略本部が立
ち上げた「デジタル時代における著作権制度・関
連政策の在り方検討タスクフォース」が，ECL の
制度内容についても検討し，ECL に近いとされる

「混合型」集中管理制度（集中管理と補償金付き
権利制限を組み合わせたもの）の仕組みが提案さ

れた 3）。また，2021 年から ECL の導入に関する
議論が本格的に開始されている 4）。これに対して，
中国第三回著作権法改正においても，著作権者の
探索を簡便化し，著作物の利用を促進するために，
ECL の導入が検討されていた 5）。第三回著作権法
改正の作業は 2011 年から開始され，2020 年に同
改正法案が可決・公布され，2021 年 6 月 1 日に
改正著作権法が施行された。同法の改正作業が始 
まった当初に公表された改正草案第一稿の段階か 
ら ECL の導入に関する条文が存在していたが，
2020 年に公表された著作権法改正草案では，ECL
に関連する規定が削除され，同制度の導入が見送
られた 6）。このように，中国において ECL の導入
に関する議論は，第三回著作権法改正の作業を通
じて，約 10 年にわたって行われてきた。
　本稿は，この第三回著作権法改正の際に行われ
た ECL に関する議論の内容を紹介し，著作権集
中管理に係る実務上の問題点も明らかにしつつ，
この改正で ECL が導入されるに至らなかった原
因を探り，それを踏まえて中国における ECL の
導入とその課題について検討するものである。中
国では，ECL は権利制限規定（の一種）と位置
付けられる場合もある（VI の 3（1）参照）。そ
こで，ECL に関する検討を行う前提として，ま
ずは，現行中国著作権法上の権利制限規定の基本
的枠組みを概観することとしたい。

*  本稿は，第 25 回（2020 年度）AIPPI・中松記念スカ
ラーシップ贈呈者である著者の研究成果として提出
された論文である。
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論 説 Ⅱ．�中国著作権法における権利制限規定の
基本的な枠組み

　中国の著作権法学界では，通常，合理使用規定，
法定許諾規定及び強制許諾規定を権利制限規定と
呼んでいる 7）。以下，それぞれの規定が，中国著
作権法においてどのような行為類型に対応してい
るかを概観する。なお，本稿では中国著作権法学
界で通用される用語法に則って論述を行うことと
するが，この章で紹介する制度は，以下に述べる
通り，たとえ用語が同じであっても，必ずしも日
本法上のそれに厳密に対応するものとはなってい
ない点に留意されたい。

１．合理使用
　中国著作権法において日本著作権法上の権利制
限規定に相当するものは，「権利の制限」という
標題が付された節に規定されているが，学界では，
一般的に，当該規定は「合理使用規定」と呼ばれ
ている 8）。合理使用規定は，中国著作権法の第 24
条 9）において，同条第 1 款各項 10）で合理使用の対 
象となる具体的な利用形態を限定列挙する形で規
定されている。そこに列挙された利用形態にあた
る場合は，基本的に，当該利用を行うにつき，利
用者は著作権者の許諾を必要とせず，著作権者に
使用料を支払わなくてもよいとされている（同条
第 1 款柱書）。ただし，著作権者が，一定の利用
形態につきその利用を拒否する意思を表明するこ
とにより，当該利用を拒否することができるとす
る規定も存在する（同条第 1 款第 4 項・第 5 項）。
同条第 1 款各項の規定のうち，このように著作
権者がその意思を表明することにより著作物の利
用を拒否できるとされる利用形態を挙げた規定は

「相対的権利制限規定」と呼ばれ，そうでない規
定は「絶対的権利制限規定」と呼ばれている 11）。
　第三回著作権法改正は，改正前の著作権法第
24 条第 1 款の柱書にいう，「次の各号に掲げる状
況において著作物を利用する場合，著作権者の許
諾は要せず，著作権者に使用料を支払わなくても
良い。ただし，著作者の氏名及び著作物の名称を
明示しなければならず」の「著作者の氏名」を「著

作者の氏名又は名称」という文言に変更するとと 
もに，同柱書の後段に，「当該著作物の正常な利
用に影響を及ぼしてはならず，著作権者の合法的
な権益を不適切に害してはならない」という文言
を追加した。同条柱書の後段に追加されたこの文
言は，著作権法をベルヌ条約と TRIPS 協定等が
要求するスリーステップテストに対応させるため
に，著作権法実施条例（第 21 条）12），13）にはある
が著作権法にはなかった文言を，2011 年に公表
された中国著作権法専門家意見稿14）によって追加
することが提案されたものである 15）。
　先に述べた著作権法第 24 条第 1 款各項は，合
理使用の対象となる利用形態として，私的な使用
目的での公表済み著作物の利用（第 1 項）16），紹 
介・評論・説明のために適切に行われる公表済み
著作物の引用（第 2 項），新聞報道のために情報媒
体 17）が行う公表済み著作物のやむを得ない引用・
転載及び情報媒体が行う他の情報媒体が公表した
時事的文章の転載・放送 18）（第 3 項・第 4 項），報
道機関が行う公衆の集会における演説 19）の転載・
放送 20）（第 5 項），授業目的 21）又は科学研究のた 
めの公表済み著作物の翻訳・翻案・編集・少量複
製 22）（第 6 項），国家機関の業務上の需要に基づく
公表済み著作物の利用（第 7 項），図書館・博物 
館・文化館等が陳列又は保存のために行うその所
蔵する著作物の複製（第 8 項），非営利目的の無
償実演（第 9 項），公共の場所に設置又は陳列さ
れる芸術著作物 23）の描写・撮影・録画（第 10 項），
中国の公民，法人又は非法人組織が行う公表済み
著作物の少数民族の言語への翻訳及びその頒布

（第 11 項），読字障害者への公表済み著作物の提
供（第 12 項）を挙げている。さらに，2020 年第
三回著作権法改正では，これに続けて第 13 項が
新設され，合理使用の対象となる利用形態として，

「法律，行政法規に規定される他の場合」が追加
された。このように第 13 項は受け皿規定のよう
な規定ぶりとなっている 24）。
　なお，著作権法のほか，情報ネットワーク伝
達権保護条例（中国語：「信息网络传播权保护条
例」）25）の第 6 条及び第 7 条にも，情報ネットワー
クを利用して著作物を伝達する行為に対する合理
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使用規定が置かれているが，その内容は，著作権
法第 24 条にほぼ対応したものとなっている。また，
コンピュータソフトウエア保護条例（中国語：「计
算机软件保护条例」）26）の第 16 条にも，ソフトウ
エア複製物の所有権者による複製・修正行為に対
する合理使用規定が置かれているが，この条文も
著作権法第 24 条に対応するものとされている 27）。

２．法定許諾
　中国著作権法学にいう法定許諾（Statutory 
License）とは，利用者が法定の枠組みの下で著作
権使用料を支払い，特定の方法及び条件の下で著
作物を利用することについて，法律によって許諾
が与えられることをいう 28）。一定の使用料を支払
えば，権利者の許諾を得なくても法律に基づいて
著作物を利用できる点で，著作権の制限の一形態
であるということもできる。法定許諾は，著作権
者が法定許諾を排除できるか否か，すなわち，著
作権者が許諾する権利を留保できるか否かによっ
て，更に相対的法定許諾と絶対的法定許諾に分類
することができる 29）。
　法定許諾が認められている利用形態として，①
義務教育用教科書への著作物の利用（第 25 条），
②新聞・定期刊行物に掲載される著作物の他の新
聞・定期刊行物への転載（第 35 条第 2 款），③
録音製品（後掲注 67）参照）として製作された音
楽著作物を利用する他の録音製品の製作（第 42 条
第 2 款）及び④放送局・テレビ局による公表済み
の著作物の放送（第 46 条第 2 款）を挙げること
ができる。②③は相対的法定許諾であり，①④は
絶対的法定許諾である。これらに加え，情報ネッ
トワーク伝達権保護条例は，情報ネットワーク伝
達権に関する法定許諾の規定を置いている（情報
ネットワーク伝達権保護条例第 8 条・第 9 条 30））。
　法定許諾に係る使用料の支払い方法（特に，①
②③の利用形態に関するもの）については，それ
ぞれ別個の法律で定められている 31）。ただし，①
と②の利用形態に係る使用料の支払いに関する規
定は，契約自由原則に基づく当事者間の合意を尊
重するものであるため，利用者と著作権者との間
に使用料に関する事前の合意がない場合にのみ適

用されることが明定されている。

３．強制許諾
　中国著作権法学にいう強制許諾（Compulsory 
License）32）とは，利用者が正当な理由に基づき，
ある著作権者に対し，当該著作権者が公表した著
作物を一定の方法により利用するための利用許諾
を申し込んだものの拒絶された場合，当該著作物
の利用に関し，その利用者の申請に基づいて行政
機関が裁定により当該利用者に対して利用の許諾
を与え，当該利用者が所定の規定に基づいて権利
者に一定の使用料を支払うことをいう 33）。法定許
諾は権限のある行政機関への事前申請と許諾の付
与を受けるといった手続きを要しないのに対して，
強制許諾はそのような手続きを要する点で，これ
らの制度は異なっている。
　中国著作権法には，強制許諾に関する規定が
存在しない（これに対して，中国専利法 34）は，第
48 条ないし第 63 条に強制許諾に関する規定を置
いている）。したがって，利用者は行政機関に対
して強制許諾を求めることにより著作物を利用す
ることはできない。これに関し，著作権法の立法
当初は，専利法と同様に，著作権法にも強制許諾
制度を導入すべきであるとする意見があった。し
かし，専利発明を利活用しないことは社会生産力
の発展を阻害するのに対して，文学，芸術分野の
著作物が利活用されなくてもそうはならないこと
を理由とした上記意見に反対する意見が主張され
たことにより，著作権法への強制許諾制度の導入
は見送られた 35）。合理使用規定及び法定許諾規定
という 2 種類の権利制限規定により，利用者の需
要はほぼ満たされていることも，（強制許諾規定
の導入が見送られた）要因の 1 つであると考えら
れている 36）。
　 中 国 が， ベ ル ヌ 条 約 及 び 万 国 著 作 権 条 約

（Universal Copyright Convention）に加入した際
に，両条約に依拠して，強制許諾を可能にする制
度を構築する権利を有するという旨の声明を公表
したため 37）（例えば，ベルヌ条約付属書 38）によれ
ば，発展途上国は教育及び研究の目的をもって，
外国著作物の翻訳及び複製に関する強制許諾を行



─ 中国における拡大集中許諾の試論
─ 第三回著作権法改正の議論を中心に ─  ─

AIPPI（2022）Vol.67 No.3

（ 5 ）

（ 223 ） 

うことができる），中国は，外国著作物に対して，
強制許諾を行う権利を留保しているとされる（た
だし，中国はこの権利を行使したことがない）39）。

４．小括
　以上のように，中国における著作権の権利制限
規定は，合理使用規定と法定許諾規定の 2 種類か
ら構成されている。そのことを踏まえた上で，本
稿では，（学説によっては）権利制限に係る法制
度の一種とされる ECL について検討するが，そ
の前に，ECL の前提となる著作権集中管理制度
の形成（中国における著作権集中管理制度をめぐ
る立法経緯と著作権集中管理団体の設立の状況）
を概観することとする。

Ⅲ．中国における著作権集中管理制度の形成

１．立法経緯
（1）1990 年著作権法及び著作権法実施条例
　中国著作権法は，1979 年に起草作業が始まり，
1990 年 9 月 7 日に全国人民代表大会常務委員会
で可決・公布され，1991 年 6 月 1日に施行された。
起草から施行までは，10 年以上もかかった。そ
の理由として，当時の中国では著作権を含む個人
の権利を保護する意識が乏しく，公的権利と私的
権利の保護がアンバランスであったという社会実
情があることにより，立法作業が慎重に行われた
ことが指摘されている 40）。具体的にいうと，1990
年著作権法が公布されるまで，著作権に関する法
規定は，「公民及び法人は，著作権（中国語：「版
权 41）」）を享有し，署名，公表，出版及び使用料
を取得する権利を有する」と規定する 1986 年民
法通則第 94 条があるのみであった 42）。そのため，
当時の中国では，著作権の保護は，最初の公表・
出版にのみ及ぶとされ，著作物の再利用に係る権
利保護は存在しなかった。すなわち，著作物が一
旦公表・出版された後は，著作権者がその著作物
から利益を受けることは一切できなかった。
　1990 年に公布された著作権法とその後の 1991
年に公布された著作権法実施条例は，著作者人格
権と著作財産権について法律の形で初めて明確に

規定したが，集中管理団体の性質と役割に関して
は規定しなかった。1990 年に公布された著作権法
は，集中管理について何ら言及していないのに対
し，1991 年に公布された著作権実施条例には，国
家版権局 43）は国務院 44）が著作権の行政管理を実施
する部門であり，著作権集中管理団体の設立を認
可する権限を有するとした規定（第 7 条），「著作
権者は集中管理を通じて著作権を行使することが
できる」とした規定（附則第 54 条）しか存在しな
かった。そのため，集中管理団体の性質と役割が
明確ではなかった。また，当時存在していた集中
管理団体は，1992 年に設立された中国音楽著作権
協会のみであったが，集中管理団体の活動に係る
法的枠組みが十分に整備されていなかったといっ
た立法上の問題により，集中管理団体が権利者な
いし利用者から信頼を得ることは困難であった 45）。
　このような状況において，国家版権局は，国家
版権局 1993 年 2 月 12 日第 2 号公告 46）において， 
当該公告によりその設立が正式に認められた中国
音楽著作権協会について，規範性文書（中国語： 

「规范性文件」）47）の形で，同協会の非営利性（同
公告第 2 条），同協会による管理の対象を音楽著
作物に係る実演権，放送権，頒布権に限定するこ
と（同公告第 3 条），同協会は音楽著作物の登録，
音楽著作権者の授権に基づく利用者との利用許諾
契約の締結，使用料の徴収と分配，音楽著作権の
権利侵害者の責任の追究という 4 つの機能を有す
ること（同公告第 4 条）を明らかにした。その内
容は，中国音楽著作権協会の業務に対し一定の指
導的な影響を及ぼした 48）。また，中国音楽著作権
協会は，自身が著作権者と締結した契約を最高人
民法院 49）に提出し，集中管理団体が訴訟上の当事
者適格を有するかどうかの問題につき最高人民法
院に意見を求めた。1993 年 9 月，最高人民法院は，

「中国音楽著作権協会と音楽著作権者の間で生じ
たいくつかの法律問題に対する最高人民法院民事
部からの返信」（中国語：「最高人民法院民事审判
庭关于中国音乐著作权协会与音乐著作权人之间几
个法律问题的复函」）（法民（1993）第 35 号）に
おいて，中国音楽著作権協会が自己の名義で訴訟
を提起できる権限を有することを明確にした。こ
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の返信は，正式な司法解釈ではないために拘束力
はないが，下級審裁判所はこのような返信であっ
てもそれを遵守することが多いため，実際上は，
この返信をもって集中管理団体の活動に対する障
壁を一定程度減らすことができたとされる 50）。

（2）�2001年著作権法改正及び 2004 年著作権集中
管理条例

　2001 年に中国は WTO に加入した。WTO の関
連協定によると，加盟国は TRIPS 協定を遵守し
なければならない。そのため，同年に行われた著
作権法の全面改正は TRIPS 協定等の国際条約に
依拠して行われたものであり，WTO への加入と
密接に関連したものである 51）。これによって，中
国著作権法の改正法が 2001 年に公布・施行され，
2002 年には新たな著作権法実施条例も公布・施
行された。
　改正後の著作権法第 8 条は，集中管理団体が有
する「非営利組織」という性質及び著作権者と著
作隣接権者に代わって著作権と著作隣接権を管理
できるという機能を明らかにし，集中管理団体の
訴訟上の当事者適格を認めた上で，その他の事項

（集中管理団体の設立方法，その権利と義務，使用
料の徴収と分配，集中管理団体に対する監督と管
理）については，国務院によって別途定めると規
定していた。また，同法改正では，TRIPS 協定
等の国際条約に適合させるために，いくつかの権
利類型が拡充され，それに伴い，集中管理団体が
管理する実演権の権利範囲が生実演から機械実演
まで拡大され，集中管理団体が管理できる新たな
権利（情報ネットワーク送信権，上映権及び貸与
権等）も追加された 52）。
　2003 年，国際レコード協会（International 
Federation of the Phonographic Industry，略称：

「IFPI」）は，ユニバーサルミュージック，ソニー・
ミュージックエンタテインメント，ワーナー・
ミュージック・グループといった世界的に著名な
レコード会社を代理して，北京に所在する複数の
カラオケ業者を相手に訴訟を提起し，カラオケ業
者らに対し，営利性のある音楽著作物の無断利用
を停止することを求めた。IFPI とレコード会社

は勝訴後，中国本土各地のカラオケ業者を対象に
次々と同様の訴訟を提起した。この一連の事件を
契機として，レコード業界を代表する集中管理団
体を設立する必要性が生じるとともに，集中管理
団体の設立方法を示し，かつ，集中管理団体の活
動を規律する法律を制定することが早急に求めら
れることとなった 53）。
　こうした背景のもとで，国家版権局は，2001
年著作権法第 8 条に基づいて著作権集中管理条例

（以下，適宜，「集中管理条例」という）を制定し，
2004 年に同条例を公布し，2005 年 3 月 1 日にこ
れを施行した。同条例は，第 1 章において集中管
理の定義と集中管理団体の性質（第 1 条ないし第
6条），第2章において集中管理団体の設立方法（第
7 条ないし第 16 条），第 3 章において集中管理団
体の内部組織（第 17 条，第 18 条），第 4 章にお
いて集中管理団体の管理活動（第 19 条ないし第
29 条），第 5 章において集中管理団体に対する監
督と管理（第 30 条ないし第 38 条），第 6 章にお
いて集中管理団体の法的責任（第 39 条ないし第
45 条）につき，それぞれ明らかにし，著作権法
の不備を補った。
　著作権集中管理の定義は，集中管理条例の第 2
条から確認できる。同条によれば，著作権集中管
理とは，集中管理団体が権利者から権利を授権さ
れ，当該権利者に関係する権利を集中的に行使し，
自己の名義で以下に掲げる活動をなすことをいう。
すなわち，①利用者と著作権あるいは著作権に隣
接する権利の利用許諾契約を締結すること，②利
用者から使用料を徴収すること，③権利者に使用
料を支払うこと，④著作権あるいは著作権に隣接
する権利に係る訴訟，仲裁等を行うことである。
　集中管理団体を設立する場合は，国家版権局の
認可を受けた後（集中管理条例第 9 条），国務院
民政部において登録の手続きをする必要がある

（集中管理条例第 10 条）。また，集中管理条例第
7 条第 2 款第 2 項及び第 3 項は，設立された集中
管理団体は既存の集中管理団体と業務内容が重複
してはならないとし，かつ，集中管理団体は全国
的な範囲で権利者の利益を代表することができる
ものとする。この 2 つの要件は，集中管理団体の 
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独占的地位を固めるという機能を果たすものとい 
える 54）。すなわち，集中管理団体は，実質的に， 
各分野に 1 つしか設立することができず，かつ，
実際に各分野に 1 つしか存在しないことが要求さ
れる。
　一方，集中管理条例が 2005 年に施行された後，
国家版権局は，集中管理団体のように著作権者を
代理して著作権を管理できるが，集中管理団体と
は異なり営利目的で設立された組織（以下，「著
作権代理機構」という）への取り締まりを強めた。 
著作権代理機構は営利目的で設立されているため，
利用者に対して独占的利用許諾を付与することが
でき，利用者からの利用申込を拒絶することもで
きるのに対して，集中管理団体は非営利目的で設
立されているためそういったことができない 55）。
2005 年 12 月 29 日，国家版権局の責任者は，同
局の認可を受けていないいかなる団体又は個人に
よる著作権集中管理活動も，法によって処分され
るという声明を公表した。これは，集中管理条例
が施行された後，国家版権局が国内市場に存在す
る多数の著作権代理機構に向けて行った初めての
警告であった 56）。しかし，こうした警告は，著作
権代理機構の活動への影響がほとんどなく，これ
らの機構は現在も活動を続けている 57）。他方，集
中管理条例が施行された後，録音録画作品（録音
録画作品の定義についてはⅢの 2（2）参照），言
語の著作物，写真の著作物及び映画の著作物に係
る権利を管理する集中管理団体が設立された。

（3）�2010 年第二回著作権法改正及び 2011 年・
2013 年著作権集中管理条例改正

　2010 年第二回著作権法改正は，著作権集中管
理制度に触れていなかった。
　また，2011 年に行われた集中管理条例の第一
回改正は，同条例が著作権法から引用する条文番
号を 2010 年著作権法改正に対応させる形で変更
したのみであった（集中管理条例第 25 条，第 47
条）。そして，2013 年に行われた集中管理条例の
第二回改正は，集中管理団体が団体の規程を変更
する際の手続きに関する規定（集中管理条例第
15 条）を変更したのみであった。すなわち，こ

れら 2011 年と 2013 年に行われた集中管理条例
の改正は，集中管理条例の規定を実質的にほとん
ど変更するものではなかった。

（4）2020 年第三回著作権法改正
　前述した通り，第三回著作権法改正の起草作業
は 2011 年から始まった。それから約 10 年間に
わたって検討が行われた後，2020 年 11 月に，同
法の改正法は正式に成立・公布され，2021 年 6 月
1 日に同改正法が施行された。今回の法改正は，
著作権法をインターネット・デジタル化による新
技術の発展に対応させるとともに，権利侵害行為
を抑制し，かつ，近年中国が加入した国際条約及
び改正が行われた民法関連の法律に足並みをそろ
えることを，その目標として掲げている 58）。これ
により，今回の改正では，懲罰的損害賠償規定の
導入（第 53 条及び第 54 条），視聴覚著作物概念
の導入（第 3 条第 6 項）59），放送権の権利範囲の
拡張（第 10 条第 1 款第 11 項）60），読字障害者へ
の公表済みの著作物の提供（第 24 条第 1 款第 12
項）といった内容が盛り込まれている。
　これらの内容のほか，2020 年に改正された著作
権法には，約 20 年ぶりに集中管理制度に関する改
正が施された。まず，従来の著作権法と集中管理
条例がそれぞれ集中管理団体を「非営利組織」と

「社会団体」と二様に定義しており，集中管理団
体の性質が一様に定まっていないという問題，「非
営利組織」と「社会団体」の用語についても法律
上明確に定義・分類がされていないという問題が
あった 61）。こうした背景のもとで，2020 年 11 月
に公布された著作権法の第 8 条は，同年 5 月に公
布された民法典の表現（民法典第 87 条）に対応
させる形で，集中管理団体の法的性質を「非営利
組織」から「非営利法人」へと改めた。中国民法
典第 87 条は，その第 1 款において，「公益の目的 
その他の非営利目的で設立され，出資者，設立者
その他の会員に取得した利益を分配しない法人は，
非営利法人である」と規定し，非営利法人の定義
を明確にするとともに，同条第 2 款において，「非
営利法人は，公共事業体，社会団体，基金会，社
会サービス機構を含む」と規定し，社会団体が非
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営利法人に含まれることを示している。著作権法
第 8 条の改正により，集中管理団体はここにいう

「非営利法人」とされ，その法的性質が明確にさ
れたのである。
　そのほか，著作権法第 8 条に新設された第 3 款
において，集中管理団体による使用料徴収等の運
営上の問題を緩和するために（これに関しては VI
の 1（2）参照），「集中管理団体は使用料の徴収
と分配，管理費の抽出と使用，使用料の未分配部
分に係る全体の状況を定期的に社会に公表すべき
であり，かつ，権利情報調査システムを構築し，
権利者及び利用者による調査に供するべきであ
る。国家著作権主管部門は集中管理団体への監督
及び管理を強めるべきである」という新たな一文
が付け加えられた。これは集中管理団体への規制
を強めたものとみることができる。
　以上に加え，第三回著作権法改正の立法過程に
おいては，ECL の導入も検討された。その内容
は IV の 1 でみることとするが，その前に，中国
には現在，どのような集中管理団体が存在してい
るのかを概観することとする。

２．中国における著作権集中管理団体
（1）中国音楽著作権協会（MCSC）
　中国音楽著作権協会（Music Copyright Society 
of China，略称：「MCSC」。以下，適宜，「MCSC」
という）は，中国国内における唯一の音楽著作権
を管理する集中管理団体である。1992 年 12 月 17
日，同協会は，中国音楽家協会 62）及び国家版権局
によってその設立が提起され，民政部で登録され，
国家版権局 1993 年 2 月 12 日第 2 号公告により正
式に設立された。設立後，作曲家，作詞家その他
の音楽著作権者の権利を守る非営利機関（現在は
非営利法人に該当する）として機能している。ま
た，1994 年 5 月に，CISAC（著作権協会国際連合）
にも加入した。現在，同協会が管理している曲数
は 1400 万曲を超え，構成員となる著作権者は 1 万
人を超えている 63）。また，同協会の収入は，その
約 50% が情報ネットワーク伝達権に係るものであ
り，約 30% が実演権に係るものである。その他，
放送権に係る収入は全体の約 10% を占めており，

複製権は約 3% を占めている 64）。

（2）中国音像著作権集中管理協会（CAVCA）
　中国音像著作権集中管理協会（China Audio-Video  
Copyright Association，略称：「CAVCA」。以下，
適宜，「CAVCA」という）は，中国音像協会 65）

によってその設立が提起され，国家版権局の認可
を受けて民政部に登録され，2008 年 5 月に設立さ
れた中国国内唯一の録音録画作品に係る権利（中
国語：「音像节目」）を管理する集中管理団体であ
る。CAVCA は非営利の社会団体（現在は非営利
法人に該当する）であり，国務院著作権管理部門

（国家版権局）の指導・監督を受ける。2016 年，
同協会は国際レコード協会（IFPI）に加入した 66）。
　CAVCA の協会規程第 6 条は，同協会が録音録 
画作品に係る権利を管理すると定めている。そし
て，同協会規程第 1 条によると，同協会規程にい
う「録音録画作品」とは，著作権法によって保護
されている録音，録画製品 67）及び映画の撮影方法
に類似する方法によって創作された著作物（映画， 
ドラマを除く）68）である 69）。すなわち，CAVCA が 
管理する録音録画作品は，2 種類に分けられる。
1 つは，録音若しくは録画製品であり，もう 1 つ
は，映画とドラマ以外の，映画の撮影方法に類似
する方法によって創作された著作物（一般的に，
著作物性のあるミュージックビデオを指している）
である 70）。中国著作権法上，録音録画製品の製作
者は著作隣接権者の地位にあり，自身の製作した
録音録画製品につき他人に複製，発行，貸与，情
報ネットワークを通じて公衆へ伝達することを許
諾し，これに係る使用料を取得する権利（著作権
法第 44 条第 1 款）を有する。録音製品の製作者
については，録音製品につき公衆への放送・実演
に係る使用料を取得する権利（著作権法第 45 条。
同条は CAVCA の提案により，2020 年著作権法
改正によって導入された 71））を有する。映画の撮
影方法に類似する方法によって創作された著作物
については，それを創作した者が著作権法上の
著作権者にあたり，著作権を有している。なお，
2020 年著作権法改正では，「映画の撮影方法に類
似する方法によって創作された著作物」という概
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念が，「視聴覚著作物」という，より広範な概念
に改められたため，今後 CAVCA の規程にどの
ような変化が生ずるのかが注目される。
　ところで，カラオケ分野では，録音録画作品の
著作権と著作隣接権を管理する CAVCA が存在す
るほか，音楽著作物の著作権を管理する MCSC
も存在することとなる。そのため，2006 年 7 月，
CAVCA は，MCSC と共同して「カラオケ経営業
界の著作権使用料基準」（中国語：「卡拉 OK经营
行业版权使用费标准」）を策定し，国家版権局は，
2006 年第 1 号公告により，同基準を公表した 72）。
これと集中管理条例第 26 条に基づき，CAVCA が
MCSC の委託を受けてカラオケ経営者と利用許諾
契約を結び，使用料を徴収した後，MCSC に音楽
著作権者に係る使用料を分配するという仕組みが
つくられた。カラオケ分野における使用料の分配
の割合に関しては，両団体が協議した結果，徴収
した使用料の 60% を CAVCA が分配し，残りの
40% を MCSC が分配することとされた 73）。また，
2021 年 4 月，国家版権局が公表した「カラオケ
分野における著作権市場秩序の規律についての通
知」（中国語：「关于规范卡拉 OK领域版权市场秩
序的通知」）は，カラオケ分野の使用料徴収につ
いて，両団体は，CAVCA が当該徴収を行い著作
権者に係る使用料を MCSC に還付するという関
係にあることを改めて強調した。
　現在，同協会の構成員は 357 に上り，そこには
自然人のみならず，レコード会社，テレビ局等も
含まれている 74）。同協会の直近の収入（2020 年
度）は，約 90% 以上がカラオケ施設（日本のカ
ラオケボックスに相当する施設）からのものであ
り，その他の収入は，ミニカラオケボックスやイ
ンターネットからのものである 75）。インターネッ
トからの使用料の徴収は，2020 年度に始まった
ばかりであり，主に近時流行しているオンライン
ショートビデオプラットフォームからのものであ
る。さらに，カラオケ分野において，同協会は，
全国各地の娯楽業界協会の 3 分の 1 超と提携し，
カラオケ分野における管理率を大幅に増加させ
た。例えば，上海では，当該管理率が 85% に達し
た 76）。

（3）その他の団体
　中国には，現在，音楽以外の分野にも，集中管
理団体が存在する。具体的には，2008 年に設立
された中国文字著作権協会（言語の著作物に係る
権利を管理する集中管理団体），同年に設立され
た中国撮影著作権協会（写真の著作物に係る権利
を管理する集中管理団体 77））及び 2009 年に設立
された中国映画著作権協会（映画の著作物に係る
権利を管理する集中管理団体）である。近時，美
術及び実演分野における集中管理団体の設立も検
討されている 78）。
　中国文字著作権協会（China Written Works 
Copyright Society，略称：「CWWCS」）は，中国
作家協会 79），国務院発展研究センター80）等の，著
作権者が多数存在している 12 の機関と，500 人程
の著名な著作権者によってその設立が提起され，
2008 年 10 月に設立された，言語の著作物に係る
権利を管理する集中管理団体である。現在，同協
会に加入している構成員数は，1 万人弱である 81）。
　中国撮影著作権協会（Images Copyright Society 
of China，略称：「ICSC」）は，中国撮影家協会
が，複数の撮影団体及び約 100 名の著名な写真家
によってその設立が提起され，2008 年 11 月に設
立された写真の著作物に係る権利を管理する集中
管理団体である。同協会は，法定許諾に基づき，
教科書掲載用の写真の著作物の使用料を徴収する
唯一の指定管理団体として機能している。ただし，
同協会は，構成員数を公表していない。
　中国映画著作権協会（China Film Copyright 
Association，略称：「CFCA」）は，2005 年に設
立された中国映画版権保護協会が 2009 年に集中
管理団体へと変更されてできた，中国国内唯一の
映画の著作物に係る権利を管理する集中管理団体
である。同協会が公開している構成員リストによ
れば，同協会は，100 近くの映画製作会社から構
成されており，個人構成員は存在しない 82）。
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Ⅳ．�第三回著作権法改正の立法過程における
ECLに関する議論

１．ECLをめぐる改正草案の内容
　中国は，第三回著作権法改正に際し，ECL の導
入を試みた。まず，2012 年 3 月に国家版権局が
公表した中華人民共和国著作権法改正草案第一稿

（以下，「改正草案第一稿」という）の第 60 条には，
ECL に関連する規定が含まれていた。これは中国
における ECL の導入に係る初めての立法上の動
きである。
　改正草案第一稿の第 60 条は，「権利者から授
権され，かつ，全国的な範囲で権利者の利益を代
表することができる著作権集中管理団体は，国務
院著作権行政管理部門に申請することにより，全
ての権利者を代表し，著作権あるいは著作権に隣
接する権利を行使することができる。ただし，権
利者が書面による声明によって集中管理を排除す
るものは除く」と述べ，ECL の適用条件として，

「全国的な範囲で権利者の利益を代表できる」と
いう代表性要件を挙げた。また，ECL の適用範
囲が全ての著作権及び著作隣接権に及ぶとされ，
権利者がオプトアウトする場合は，権利者が集中
管理団体へ書面で通知することが必要であると規
定されていた。このように第 60 条が定める ECL
の適用範囲は広すぎるため，著作権者らからの反
対を招くこととなった。
　こうした批判を浴びる中，2012 年 7 月に，国家
版権局は著作権法改正草案第二稿（以下，「改正草
案第二稿」という）を公表し，同稿の第 60 条では，
ECL の適用範囲が，放送事業者（ラジオ放送局と
テレビ放送局）が行う公表済みの言語，音楽，美 
術，又は写真の著作物の放送及びカラオケボック
ス等で行われる公衆に向けた音楽著作物又は視聴
覚著作物の伝達という 2 つの場合に限定されるよ
うに改められた。そのほか，同条の第 2 款におい
て，集中管理団体が使用料を分配する際に，全て
の権利者を平等に扱うべきであるとする文言が付
け加えられた。この文言は，改正草案第一稿が公
表された後，権利者からの ECL への反対の声が
高まる中で，権利者の利益に配慮して付け加えら

れたものとみることができる。
　また，2012 年 10 月，国家版権局が公表した著
作権法改正草案第三稿（以下，「改正草案第三稿」
という）の第 61 条では，ECL の適用範囲が，さ
らに，カラオケボックス等で行われる著作物の公
衆伝達のみに限定されるようになったが，対象と
なる著作物には，改正草案第二稿にいう音楽著作
物，視聴覚著作物の他に，言語の著作物も追加さ
れた。
　そうしたところ，2014 年 6 月に国務院法制弁
公室 83）が公表した著作権法改正草案送審稿（以 
下，「送審稿」という）の第 63 条は，改正草案
第三稿のように ECL の適用対象としてカラオケ
ボックス等で行われる言語の著作物の公衆伝達
を明示してはいない。これにより，改正草案第
三稿と比べて ECL が適用される著作物の種類が
更に限定されたようにみえるが，同条の後段は，
ECL の適用対象として，「他の方法によって著
作物を伝達すること」を挙げていた。こうして
ECL の適用範囲が再び拡張され，ECL の適用範
囲は，ECL の導入を最初に提起した改正草案第
一稿と再び同一のものになったことが指摘されて
いる 84）。とはいえ，最終的に，2020 年に公表され
た著作権法改正草案では ECL に関する規定は削
除され，中国において ECL の導入は一旦見送ら
れることとなったのである。

２．ECLの導入をめぐる議論
（1）権利者の意見
　先に述べたように，改正草案第一稿において中
国に ECL を導入することが提案されたが，これ
は音楽著作権者をはじめとする権利者からの反発
を招いた。その理由としては，これらの権利者が
勝手に「制限され，代表され，値付けされる」か
らである 85）。権利者側からは，ECL は著作権者の
私権を奪い取り，著作権者の創作意欲を減退させ
るおそれがあるという指摘もなされていた 86）。特
に，改正草案第一稿が公表された後，著名なミュー
ジシャンらは共同で，同稿第 60 条に反対する意
見を表明し，かつ，中国音楽著作権協会からの脱
退も視野に入れているとの意思を表明した 87）。
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　また，中国音像協会レコード管理委員会（中国
語：「中国音像协会唱片工作委员会」）88）と中国音楽
家協会流行音楽学会 89）が共同で発表した意見では，
改正草案第一稿における ECL に関連する規定が，
権利者が自身の著作物の利用とその対価を決定す
る権利を剥奪するものであるという見解が示され
た。同意見によれば，権利者が集中管理団体に加
入しているか否かにかかわらず，当該権利者の著
作物が第三者によって利用される場合，当該第三
者が集中管理団体に使用料を支払えば，当該権利
者は当該第三者に対して権利侵害を訴えることが
できなくなる 90）。このように，ECL の導入に対し
て，権利者の多くは，消極的な見解を示していた。

（2）立案担当者の意見
　立案担当者側は，権利者側と異なり，ECL の
導入を積極的に推進しようとしていた。国家版権
局が 2012 年 3 月に公表した中国著作権法改正草
案第一稿の説明書は，ECL を導入する理由につ
いて，次のように述べている。すなわち，近年，
中国において集中管理団体が次々と設立されてい
るが，集中管理団体に対する社会の認識は未だ不
十分なものであり，集中管理団体に加入していな
い著作権者も数多く存在しているため，権利者
の所在を特定できず，その著作物を利用できない
ケースが頻発している。利用者をこのような困難
な状況から救済するために，中国の実情に照らし，
北欧諸国の著作権集中管理制度を参照し，ECL
制度を導入した，と述べている 91）。
　また，2014 年 6 月に国務院法制弁公室が公表
した同法改正草案送審稿の説明書では，ECL を
導入する目的は，集中管理団体の機能を十分に発
揮させ，「権利を保護する意識がなく，立法する
権限がなく，かつ，権利を救済する能力がない」 
数多くの著作権者らの権利を最大限に保護しつつ，

「法律を遵守し，適法に利用許諾を取得し，使用
料を支払う義務を果たす」利用者を，「広く分布 
し，数が多い」権利者から大量の著作物に係る利
用許諾を得られないという困難な状況から救済す
ることにある，と説明されている 92）。
　さらに，同法改正を担当した当時の国家版権局

法規司司長・王自強は，（ECL の導入は）著作権
者にとって行使が困難な権利が行使されることに
より得られる利益を保護し，かつ，適法に著作物
を利用しようとする者に対して著作物を利用でき
る手段を提供することにより，著作物の利用に係
る効率性を促進し，コンテンツ産業の発展に寄与
するという理由から，ECL の導入に対して積極
的な姿勢を示している 93）。
　なお，中国の政治参加政党の 1 つである中国民 
主促進会の中央委員会は，2020 年に開催された
中国人民政治協商会議全国委員会（略称：「全国
政協」）94）において，集中管理制度を改善するため
の意見書を提出した。同書は，ECL が導入され
ていないことにより，権利者による権利保護や利
用者による利用許諾の取得が難しく，集中管理団
体の業務が阻害されていると述べており 95），ECL
の重要性を強調している。

（3）集中管理団体の意見
　中国映画著作権協会は，自ら，非構成員著作権
者のために著作物に係る使用料を徴収できると
し，その場合，非構成員著作権者から 15% の管
理費を徴収する（構成員の場合，管理費は 10%
である）と公言した 96）。また，2011 年 12 月に，
中国文字著作権協会が第三回著作権法改正の起草
作業担当チームに提出した著作権法改正意見稿で
は，同法の第 8 条において ECL に関連する規定
を追加することが提案されていた。具体的な内容
は，「著作権集中管理団体は，利用者に対して非
構成員著作物に係る利用許諾を与えることができ
る。ただし，〔そのことを〕公告しなければなら
ない」（亀甲括弧部分は筆者による）というもの
であった 97）。
　これに対して，前述した著名なミュージシャン
らによって反対意見が表明された後，中国音楽著
作権協会は，ECL に関する規定を削除する方向
へと意見を変えた 98）。

（4）学界の意見
　学者の中には，現在中国に存在する 5 つの集中
管理団体の活動は，使用料の徴収・分配及び構成
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員の利益保護の見地から透明性や完全性に欠けて
いるとして，ECL の導入はまだ妥当ではないとす
る意見がある。すなわち，北欧諸国で ECL が誕
生した背景には，北欧諸国にはもともと強制許諾
及び法定許諾といった制度がないという事情が存
在しており，ECL は強制許諾及び法定許諾の代替
品としてあらわれたものであるが，中国では，す
でに法定許諾制度が存在し，かつ健全に運用され
ているため，ECL を導入する必要性はないという
意見 99），そして，仮に ECL を導入するとしても，
ECL の適用範囲は孤児著作物（権利者不明の著
作物）に限定すべきであるという意見である 100）。
　これに対して，ECL の導入に賛成する学者は，
ECL モデルが，著作物の利用の促進，非構成員著
作権者の利益の保護並びに外国著作物の著作権者
の利益の保護及び外国著作物の利用に係る問題を
解決できるという 3 つの視点から，ECL を導入
する合理性を説明している 101）。同論者によれば，
中国は，文化製品の輸入額が，2011 年は 12.1 億
ドルであり，前年比で 10.4% も増加している文化
製品輸入大国であるため（筆者が調査した最新の
データによれば，2019 年の文化製品の輸入額は
115.7 億ドルである 102）），ECL の導入により，外
国著作権者の財産的利益を保護するとともに，膨
大な数の外国著作物の利用に係る問題が解決され
ることが見込まれるというのである 103）。
　また，同法改正の起草作業を担当していた学
者は，ECL の導入には反対しないが，仮に ECL
を導入するならば，競争型の著作権集中管理も同
時に導入すべきであると主張した 104）。これは，1
つの分野を 1 つの集中管理団体が独占する状況
が権利者に不利益をもたらすことを回避するため
に主張されたものである。競争型の著作権集中管
理モデルの下では，権利者は自身の信頼する集中
管理団体に加入することができる一方，集中管理
団体が権利者を獲得するために競争することによ
り，権利者に対してより質の良い集中管理サービ
スが提供されることとなる 105）。

（5）利用者の意見
　管見の限り，利用者側の意見を論稿として紹介

するものは今のところ見当たらない。この点に関
して，中国では，古くから，利用者の意見が重視
されない傾向がある一方，利用者の団結もとりた
てて生じていない。中国の著作権観念に関する史
的研究が，この点を指摘している 106）。

（6）小括
　以上のように，中国における ECL の導入につ
いて，権利者の多くは，自身の著作権を保護する
ことを重視する立場から，ECL の導入に対して
は消極的である。これに対し，立案担当者の多く
は，ECL の導入について，（集中管理制度の機能
を十分に発揮させることを通じて）著作物の利用
を促進することを重視する立場から，ECL の導
入に対しては積極的である。集中管理団体も，（権
利者からの反発を受けることがなければ）ECL
の導入について積極的な立場をとっている。
　結局，2020 年に公表された著作権法改正草案で
は，ECL に関する規定は削除され，ECL の導入
は一旦見送られることとなった。このように ECL
の導入が失敗した表層的な要因は権利者からの反
発を受けたことにあったと考えられるが，そのよ
うな反発を招いた要因は，前述した各改正草案に
おける ECL の関連規定の中には ECL の適用範
囲が不明確なものが含まれており，権利者に対す
る配慮も十分でないといった制度設計上の問題の
ほか，ECL を実行する集中管理団体の運営上の
問題にもかかわって生じていると考えられる。そ
のことを検証するため，以下では，中国における
集中管理団体の管理活動の実態，特に非構成員著
作物の著作権管理に関する実態を解明する。

Ⅴ．�実務上の非構成員著作物の著作権管理

１．法定許諾に基づく非構成員著作物の著作権管理
　集中管理条例第 47 条は，「著作権法第 23 条，
第 33 条第 2 款及び第 40 条第 3 款の規定 107）によ
り他人の著作物を利用し，中華人民共和国著作権
実施条例第 32 条の規定によって権利者に使用料
を支払わない者は，使用料，郵送料及び当該著作
物の利用状況を，当該権利を管理する集中管理団
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体に提出し，当該集中管理団体は受領した使用料
を権利者に転送する」と規定している。すなわち，
集中管理団体は，法定許諾に基づく非構成員著作
物の著作権使用料をも管理できる。
　中国文字著作権協会はその協会規程第 7 条第 8
項において，集中管理が及ぶ範囲につき，「集中
管理を目的として，本協会に加入していない著作
権者のために，本協会は利用者から法定許諾の場
合における使用料を徴収し，著作権者に分配する」
と規定している 108）。これにより，中国文字著作権
協会は，2009 年から 2011 年の間に，上記の集中
管理条例第 47 条の規定に基づき，新聞社 40 社超
と出版社 5 社から非構成員著作物の著作権使用料
を徴収し，それを非構成員著作権者に分配してい
る 109）。その他，中国撮影著作権協会も，同協会規
程第 6 条第 4 項において，非構成員著作権者のた
めに法定許諾に基づく著作権使用料を徴収・分配
するとしている 110）。

２．�法定許諾以外の領域における非構成員著作物
の著作権管理

　法定許諾が及ばない領域でも，集中管理団体が
非構成員著作物に係る著作権を管理できるとする
法が存在する。すなわち，国家版権局が公布した

「集中管理団体による映画の著作物に係る著作権使
用料の転送方法」（中国語：「电影作品著作权集体
管理使用费转付办法」）（国家版権局公告 2010 年第 
1 号）の第 5 条は，「非構成員の映画著作物の著作
権使用料について，集中管理団体は使用料の 15%
を管理費として得ることができる」と定めている。
このような規定は，上位法（著作権法）の法的根
拠がない状態で，行政機関である国家版権局が非
構成員著作物に係る著作権の管理の合法性を認め
るものであるが，これは非構成員著作物に係る著
作権に対する拡大管理であるとされている 111）。
　また，非構成員著作物の著作権を管理できると
する規定は，集中管理団体の規程にもあらわれて
いる。例えば，中国音楽著作権協会（MCSC）の
規程第 16 条は，「集中管理という目的のために，
本協会は，本協会に加入していない音楽著作権者
のためにも，著作権使用料を徴収し，当該使用料

を著作権者に分配する」としている 112）。中国音楽
著作権協会が，2009 年に，上海国際博覧会の運営
者と参加者に対して，彼らが利用する非構成員の
音楽著作物を含むものの利用について，包括利用
許諾を付与した。当該包括利用許諾契約には，運
営者と参加者が非構成員著作物を利用することで
発生した著作権紛争は MCSC によって解決され
るとする規定も置かれていた。これは，非構成員
著作物に係る著作権に対する一種の拡大管理であ
るとされている 113）。
　中国音像著作権集中管理協会（CAVCA）は，カ
ラオケボックスから使用料を徴収する際に，カラ 
オケボックスで利用される全ての著作物に係る包
括利用許諾を提供するが，それらの著作物の中に 
は，非構成員著作物が含まれていた 114）。また，
当該非構成員が後日 CAVCA に加入する場合，
CAVCA は当該非構成員に対して，当該非構成員
が CAVCA に加入する前に発生した，当該非構
成員に本来分配されるべきであった使用料を補償
するとされていた 115）。そして，同協会が 2018 年
に公表した「訴訟に係る一部の楽曲の利用停止に
関する公告」（中国語：「关于停止使用部分涉诉歌
曲的公告」）によれば，同協会は，カラオケ設備
やシステムサービスを提供する業者（ビデオ・オ
ン・デマンド業者，以下，「VOD 業者」という）
及びカラオケ経営者に対して，6000 曲に上る非
構成員著作物の利用を停止するよう呼びかけたと
される。しかし，利用停止リストに載せられた楽
曲の著作権を持つレコード会社の関係者は，当該
レコード会社が CAVCA に著作権管理を委託す
ることはなく，当該レコード会社が VOD 業者及
びカラオケ経営者らと直接的に著作物利用許諾契
約を締結していると述べている 116）。

３．�裁判例の概観―非構成員著作物の著作権管
理が著作権侵害に問われた事件

　以上のように，実務上，すでに非構成員著作物
の著作権を管理する集中管理団体が存在してい
る。しかし，情報公開の欠如により，集中管理団
体が非構成員の著作権者に著作権使用料を分配す
ることを懈怠するケースが発生している。そのよ
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うなケースとして，例えば，楊川林訴成都好楽迪
音楽娯楽有限会社事件 117）を挙げることができる。
2006 年に，著作権者楊川林（以下，「楊氏」とい 
う）は，成都好楽迪音楽娯楽有限会社（以下，「好
楽迪」という）が自身の許諾を得ないまま同社が 
経営している場所において自身の著作物を再生し，
かつ，使用料を支払っていないことが自身の著作
物に係る実演権を侵害したとして，好楽迪に対し
て差止請求と損害賠償請求を行った。好楽迪はす
でに中国音楽著作権協会（MCSC）と包括利用許
諾契約を締結し，MCSC は，同利用許諾契約によ
り，楊氏の著作物に対する利用を許諾していた。
しかしその後，楊氏は MCSC に加入していない
ことを理由として，好楽迪と MCSC を被告とし
て訴訟を提起した。結果として，楊氏の請求が認
容され，好楽迪と MCSC が敗訴した。
　この件に関して，MCSC の管理者は，本判決
は民法の基本原理に沿う妥当な判決ではあるが，
集中管理制度の本来の目的に背くものであると述
べた 118）。また，同氏は，問題が著作権集中管理に
関連する法制度の不備にあるとし，具体的には，
適用範囲が広く，利用許諾を得ることが難しい実
演権に対する集中管理については，利用される著
作物の著作権者が集中管理団体の構成員であるか
否かにかかわらず，集中管理団体によって一元的
に管理すべきであり，強制的集中管理制度を導入
すべきであるとも述べている 119）。
　さらに，これと同様の事案として，2012 年に，
集中管理団体 CAVCA が，嘉楽迪カラオケ（寧
波天倫広場に所在するカラオケ業者である）とと
もに共同被告として，著作権者の許諾を得ない
で自主的に当該著作権者の著作物に係る使用料
を徴収したことにつき，著作権侵害を理由とし
て，当該著作権者から訴えられたという事案があ
る 120）。当該事案において，嘉楽迪カラオケはすで
に CAVCA に著作権使用料を支払い，かつ，注
意義務を果たしているとして，上記の著作権侵害
は認められなかったが，CAVCA は著作権を無断
で管理したことにつき，著作権侵害を行ったもの
と評価された。
　このように，中国では，集中管理団体が非構成

員著作物に係る著作権を管理したケースがすでに
存在し，このようなケースを取り上げた上掲の裁
判例のいずれにおいても，集中管理団体による非
構成員著作物に係る著作権の管理が著作権侵害と
評価された 121）。

４．小括
　以上のように，中国では，法定許諾の領域だけ
でなく，法定許諾以外の領域においても，集中管
理団体が非構成員著作物の著作権を管理したケー
スが発生している。こうした法定許諾以外の領域
における非構成員著作物の著作権管理は，その多
くが法的根拠に欠けるため，問題視されることも
しばしばあり，非構成員権利者から多数の反発を
招くことが想定される。しかし，集中管理団体が
使用料を非構成員に分配することについて，これ
を支持する非構成員も多数存在し，かつ，相当数
の非構成員は，これをきっかけに集中管理団体に
加入することになったとされている 122）。もっと
も，非構成員著作物の著作権管理を十分かつ適切
に行うためには，その法的根拠を整備する必要が
あることに変わりはない。そこで，そのような法
的根拠のよすがを探るため，以下，中国における
ECL の導入とその課題について，若干の検討を
行うこととしたい。

Ⅵ．中国におけるECLの導入とその課題

　前述した通り，第三回著作権法改正に際して試
みられた ECL の導入は，制度設計上の問題や集
中管理団体運営上の問題により，権利者からの反
発を受け，見送られることとなった。以下，中国
における集中管理団体の特徴及び ECL を導入す
るための条件として，特に集中管理団体の代表性
と権利者のオプトアウト権を取り上げて分析した
上で，ECL の位置付けとこれを導入すべき分野
について検討する。

１．中国における集中管理団体の特徴
（1）「政府主導型」の集中管理団体
　中国で集中管理団体を設立するには，国家版権
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局の認可を受け，かつ，民政部で登録される必要
があること，そして，国家版権局の認可を受けた
集中管理団体以外のものが著作権集中管理事業を
行うことができないことは，III の 1（2）で述べ
た通りである。このように，集中管理団体を設立
する段階で，すでに，政府からの管理が及ぶ仕組
みとなっている。
　また，集中管理団体の設立のみならず，その運
営においても，政府の関係者が集中管理団体の責
任者として選任され，政府と民間という二重の身
分を兼任することが多くみられる。例えば，MCSC
の規程（第 23 条）123）と中国文字著作権協会の規
程（第 16 条）124）は，理事会の構成員には行政機
関（国家著作権行政管理部門）の人員が含まれる
と規定している。MCSC の主席，副主席及び常務
理事の合計 18 名のうち，半数近くは人民代表大会
の代表又は政治協商委員である（2015 年）125）。そ
のため，業務執行にあたり，集中管理団体は，政
府側の利益を重視し，構成員である権利者の利益
を軽視する傾向にあるとの懸念が生じている。
　しかし，国家版権局の関与は，集中管理団体の
業務を円滑に行わせる効果ももたらしている。例
えば，2003 年には，天津市における利用者は，
MCSC が行う使用料徴収を法的根拠のないものと
して，天津市物価局に訴えた。これを受けて，同
局がこの件を国家発展改革委員会に報告し，さら
に，国家発展改革委員会が国家版権局に通知した。
国家発展改革委員会は，国家版権局との協議を経
て，天津市物価局に対して，MCSC が行う使用料
徴収は利用者との協議に基づいて決定した使用料
基準によるものであるとして，その正当性を認め
た 126）。また，2006 年には，MCSC が CAVCA と
共同して策定したカラオケ業界に関する著作権使
用料規程の正当性を問う声が，カラオケ業界から
上がった。これに関し，国家版権局は，全国各地
のカラオケ業者から意見聴取をし，集中管理団体
とカラオケ業界の間で生じた紛争を仲介した 127）。
このように，政府は，集中管理団体と利用者の間
で生じた紛争をおさめ，利用者等の集中管理団体
に対する理解を深めることに重要な役割を果たし
たとされる 128）。

　以上のように，中国の集中管理団体は，設立か
ら運営まで，政府からの指導・影響を受けており，
その指導・影響は，集中管理団体の業務を円滑に
し，集中管理団体に対する社会的信用を高めると
いう側面もあるが，権利者の利益が軽視され，権
利者による自由な意思決定に対して一定程度の影
響を及ぼしているといった懸念もある。中国での
集中管理制度の構築は，その初期から現在に至る
まで，政府が主導してこれに権利者が組み込まれ
るという順番で進められてきている。この点に関
して，（中国では古くから公的権力を尊重する傾
向が強いため）公的権力を発動することにより，
集中管理団体に対する社会的信用を高め，集中管
理団体を短期間で成長させることができるという
肯定的な見方も示されている 129）。確かに，III の
1（1）で述べた通り，中国著作権法が制定された
当時は，社会全体の著作権に対する意識が希薄で
あったため，集中管理団体に対する認識もなおさ
ら薄かったといえる。そうした背景の下で，政府
の力をもって，著作権制度ないし集中管理制度の
構築をより効率的に進めることは可能であったか
もしれない。しかし，政府からの指導・影響により，
集中管理団体の運営上の障害は減少したが，政府
からの指導・影響が一定レベルを超えると，権利
者の意見が反映されないこととなる可能性が少な
からず存在する。こうした状況において，ECL の
導入により，集中管理団体の権限が拡張されると
すれば，著作権の管理につき行政化と独占化が行
き過ぎるとの懸念が生じる。そのため，「政府主
導型」の集中管理団体の是非は，なお検討すべき
問題であると考えられる。

（2）集中管理団体の非営利性の実態
　非営利目的で設立された集中管理団体と著作権
代理機構の違いは，すでに III の 1（2）で述べた
通りである。しかし，実務上，非営利目的で設立
された集中管理団体が使用料の徴収と分配の業務
を営利目的で設立された第三者に委託することが
多くみられる。例えば，中国音楽著作権協会は，
設立当初，使用料分配の業務を国家版権局が指定
した中国著作権使用料転送センター（中国版権保
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係る権利を管理するはずであるが，中国では，利
用者側の利益を守るために活動する集中管理団団
体もあらわれている。CAVCA の 2020 年年報によ
れば，同協会に使用料を支払っている利用者が非
構成員著作物を利用したことが権利侵害として訴
えられたケースで，同協会は，当該利用者のため
に，自主的に，裁判所に積極的に掛け合い，多数
の利用者が損害賠償責任を免れることができたと
されている 135）。集中管理団体がこのような動きを
みせた背景には，集中管理団体が，カラオケ施設
の利益を積極的に守る姿勢をみせることで，より
多くのカラオケ施設と利用許諾契約を締結する機
会を獲得し，これにより自身の収入を増やそうと
目論んだという事情が存在したと考えられる。ま
た，カラオケ施設が集中管理団体と利用許諾契約
を締結すれば，当該カラオケ施設が非構成員著作
物を利用しても損害賠償責任を負わないとする判
決が繰り返して行われたことも，その背景にある
と考えられる 136）。
　以上のように，中国の著作権集中管理団体は，
非営利目的で設立されているにもかかわらず，そ
の運営において，営利目的の法人に使用料徴収を
委託し，あるいは，自身の使用料収入のために権
利者ではなく利用者の利益を重視するなど，非営
利法人としての性質が必ずしも貫徹されてこなかっ
た。こうしたことが，構成員である権利者の利益
を害することにつながるおそれがあるため，ECL
を導入する際は，こうした問題が生じうることも
考慮されるべきであると考えられる。

（3）集中管理団体の公益訴訟主体としての可能性
　公益訴訟制度は，2012 年中国民事訴訟法改正
によって，同法の第 55 条（現第 58 条）に導入
されたものである。同制度の下で，法律に規定さ
れている社会団体は，権利者ないし利害関係者か
ら権限を付与されない状態であっても，当該権利
者ないし利害関係者のために訴訟を提起できる。
この制度は，技術の進歩に伴い多発している権利
侵害（のうち所定のもの）に対して権利主体が各
自で権利侵害を発見・主張することが困難である
場合に，当該権利主体に関係する社会団体が，当

護センターに属する非法人機関）に委託した。た
だし，それでは行政的なイメージが強すぎるため，
2001 年著作権法の改正後，中国版権保護センター
はこの業務を改めて中華版権代理総合会社 130）に
委託した。
　一方，CAVCA は，2008 年に設立された後，
中国音楽著作権協会と共同して中文発デジタル技
術有限会社（以下，「中文発」という）131）と契約
し，中文発のカラオケ管理監視システムを利用す
るとともに，集中管理団体が利用者から徴収した
使用料収入の 8% に相当する金額を当該システム
の使用料として中文発に支払うことになった。そ
の後，両団体は，使用料徴収と分配の業務を北京
天河文化有限会社（以下，「天河文化」という）に
委託し，両団体と天河文化の三者が徴収した使用
料のうち，中文発に支払った上述の使用料を控除
した残額の 50% が権利者に対して分配されること
になり，残りの 50% が管理費用として 3 者に分配
されることになった 132）。このように，営利を目的
としている法人が非営利目的の集中管理団体の使
用料徴収活動にかかわることになり，管理に係る
コストが 50% を超えたため，その割合が高すぎる
と批判され（国際的にみても，集中管理団体の管
理活動に係るコストは基本的に 20% であるといわ
れている）133）CAVCA の集中管理団体としての非
営利性が疑われた。CAVCA は，その設立から 10
年後（2018 年），天河文化に対して，使用料徴収
の委託を中止する声明を公表した。これにより，
CAVCA は実質的に非営利法人の集中管理団体と
して再出発することになり，同協会の 2020 年年
報によれば，カラオケ分野における同協会の管理 
費用は，使用料収入の 28% 程を占めているが，
他の分野における管理費は，使用料収入のほぼ
5% を占めているにすぎない 134）。
　このように，管理費過剰徴収の問題は一旦収束
したものの，集中管理団体の非営利法人としての
性質につき，以下のように，新たな問題を提起す
るケースが生じている。まず，集中管理団体は，
本来，（集中管理条例第 7 条第 2 款第 3 項にいう
全国的な範囲で権利者の利益を代表できるという
要件に基づいて）権利者の委託を受けて著作物に
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体を限定しているが，集中管理団体が代表できる
権利者の数，比率に関しては，上記各改正草案に
おいて言及されていない。
　なお，集中管理条例では，集中管理団体を設立
するには，その設立を提起する権利者の数は 50 人
を下回ってはならず，かつ，当該集中管理団体が

「全国的な範囲」で権利者の利益を代表できる団
体でなければならないとする規定がある（集中管
理条例第 7 条第 2 款）。これは，法が，現行著作
権法上の集中管理モデルにおける集中管理団体に
対し，代表性を具備することを要求していること
を示している。しかし，「全国的な範囲」を判別
する基準は示されていない。
　以上のように，改正草案の第一稿，第二稿，第
三稿及び送審稿が提示した，ECL モデルが適用さ
れる集中管理団体が充足すべき代表性要件は，集
中管理条例が提示した，現行著作権法上の集中管
理モデルが適用される場合のそれと，文言上差異
がないため，内容は実質的に同一であるとも思わ
れる。しかし，これらの文言に該当するかどうか
を判別するための基準は同一のものとすべきでは
ないという指摘がある 140）。つまり，ECL モデルが適
用される場面では，代表性要件として，より高い
水準のものを求めるべきであるということである。
　ところで，中国で設立された集中管理団体は，
形式上，集中管理条例が提示した「全国的な範 
囲」という要件を充たしているが，実際上，集中
管理団体に加入していない権利者の数は多く，管
理されている著作物の数も限られている。そのた
め，集中管理団体は実質的に，代表性を充足して
いないことが指摘されている 141）。また，実務上，
集中管理団体が代表性を充足していないため，集
中管理団体による権利侵害の主張が実効性をも
たないケースも生じている。例えば，2010 年頃，
Google 図書館が 8 万人に上る中国の著作者の著
書 21 万冊を無断コピーしたことが発覚した。中
国文字著作権協会は，集中管理団体として自ら
Google と交渉を進め，Google に謝罪と損害賠償
を求めた。しかし，Google との数回の交渉を経た
後，中国文字著作権協会が代表している構成員数
は 6000 人にとどまり，それは紛争に係る著作権者

該権利主体の代わりに権利侵害を主張すること
で，不特定多数の権利主体に属する利益を保護す
るための重要な制度であるされている 137）。現在，
中国において，環境汚染，消費者権益侵害 138）等
の分野に存在する社会団体は，同制度を利用し，
訴訟を提起している。
　集中管理団体も，今後，このような訴訟主体と
して活動することが期待されている。現在，中国
では，集中管理団体に加入していない「零細」な
権利者が数多く存在し，これらの権利者は，権利
侵害を発見し，訴訟を提起することが困難である
とされている一方，集中管理団体は，当該団体に
加入した構成員の著作物に係る権利を保護できる
にとどまる。集中管理団体が公益訴訟の主体とし
て認められるようになれば，今後，これらの「零
細」な権利者のために集中管理団体が訴訟を提起
し，権利侵害を主張することが容易になることが
期待される 139）。すなわち，集中管理団体が公益訴
訟の主体として認められれば，集中管理団体は，
非構成員のために訴訟を通じて権利を行使すると
いう形で，非構成員著作物の著作権集中管理を実
現しようとする ECL 制度の機能を部分的に代替
できることとなる。仮に集中管理団体が公益訴訟
の主体として認められるようになり，これに加え
て ECL 制度も導入されるとしたら，両者の機能
をどのように棲み分けるのかも検討されるべき課
題となろう。

２．ECLの成立要件
（1）集中管理団体の代表性について
　北欧諸国ないし EU で採用されている ECL モ
デルでは，集中管理団体が ECL を実施できる条
件として，それが相当数（又は一定数）の権利者
を代表できるという代表性要件を充たすことが要
求されている。これに対して，中国でも，改正草
案の第一稿，第二稿，第三稿及び送審稿は，いず
れも，ECL を行う権限を有する集中管理団体は

「全国的な範囲」で権利者の利益を代表できるも
のであると規定している。各改正草案が提示した
この要件は，「全国的な範囲」という地理的範囲
によって，ECL モデルを適用できる集中管理団
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（ライセンス市場）で機能していない原因として
は，次のことが考えられる。すなわち，集中管理
団体が集中管理条例の規制によって独占的利用許
諾契約を締結できないため，著作権者は，集中管
理団体と契約するよりもオンライン音楽プラット
フォームと独占的利用許諾契約を締結した方が有
利である 147）といった利益衡量により，集中管理
団体に利用価値を十分に認めていなかったことで
ある。また，VI の 1（2）で取り上げた管理費の
過剰徴収問題も上述の原因として考えられる。こ
のような管理費過剰徴収により，集中管理団体が
著作権者からの信用を十分に得られていないた
め，権利者は，中国音楽著作権協会といった集中
管理団体を回避し，自らが直接的に権利を行使し，
あるいは，シェアの高いオンライン音楽プラット
フォームに参加している。
　こうした中で，政府関係者は，現在，権利者は
集中管理団体を信用せず，集中管理団体に加入す
る権利者の数が少ないため，集中管理団体は十分
な代表性を得られていないという状況では，集中
管理団体が著作権を実効的に管理することは困難
であることや 148），ECL 制度を導入することで，
集中管理団体の権限がより拡張され，それにより
代表性要件が充足されるとの見方ができることを
指摘している 149）。
　もっとも，このように，もともと代表性要件を
充足していない集中管理団体に ECL 適格を付与
することには，批判的な見解も複数ある。その主
張は次のようにまとめることができる。すなわち，
代表性要件は，市場支配的地位にある少数の権利
者が，ECL モデルを悪用し，多数の権利者の利益
を害することを防ぐためにある。言い換えると，
この代表性要件は，ECL モデルを適用しようと
する集中管理団体が，多数の権利者からの支持を
受けるものであることを保証するためにあり，集
中管理団体へ自主的に加入する権利者の数は，当
該集中管理団体のサービスが権利者の需要にどの
程度応えることができるかを，一定程度反映した
ものとなる 150）（したがって，加入している権利者
の数が少ない集中管理団体は，権利者の需要によ
りよく応えるような質の高いサービスを提供して 

の 10 分の 1 にも及ばない数であることが発覚し
た。このことは，Google が中国文字著作権協会と
の交渉に応じても，残りの 90% ほどの権利者に訴
訟を提起される可能性が存在することを意味して
いる。そうした背景の下で，Google はその後，中
国文字著作権協会との交渉を中止し，損害賠償も
行われないまま，紛争の幕は閉じた 142）。
　このように，中国における集中管理団体が代表
性を充足せず，権利者の権利と利益を保護すると
いう本来の機能を発揮できていない背景には，中
国におけるオンライン音楽プラットフォームが，
集中管理団体の社会機能を部分的に代替している
という事情が存在していることも指摘されてい 
る 143）。例えば，2021 年 7 月 24 日に，国家市場監
督管理総局（独占禁止法〔中国語：「反垄断法」〕を 
所管する，日本の公正取引委員会におおむね相当
する行政機関である）は，テンセント音楽が他の
オンライン音楽プラットフォーム事業者との間で
計画した合併につき，独占禁止法における経営者
集中（企業結合）規制の対象とする決定を下した。
　同決定書によれば，QQ 音楽は 2016 年に中国音
楽グループと合併し，新たなグループであるテン
セント音楽を設立した。ユーザー数に基づいた分
析によれば，合併当時，QQ 音楽の市場シェアは
30% 弱であり，中国音楽グループの市場シェアは
40% 弱であった。合併後，両者の市場シェア 80% 
に達した。また，2017 年，テンセント音楽は，
三大レコード会社 144）及びその他の大手レコード
会社 145）が著作権を有している楽曲につき，中国
における独占的利用許諾を取得した後，他のオン
ライン音楽プラットフォームに対して，二次許諾

（サブライセンス）を提供した 146）。この点におい
て，テンセント音楽は集中管理団体の社会機能に
部分的に取って代わったようにみえる。
　市場監督管理総局の規制により，2021 年 8 月
から，テンセント音楽をはじめとするオンライン
音楽プラットフォームが次々と独占的利用許諾を
放棄する意見を表明したため，先に述べたような
事態は緩和される見込みではある。一方，中国音
楽著作権協会がオンライン音楽プラットフォーム
に代わってデジタル音楽著作物の利用許諾市場
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正の改正草案はいずれも，オプトアウトに関する
規定を盛り込んでいたが，集中管理団体の非構成
員権利者への通知義務や，権利者の脱退手続き
に関して一切規定しなかったため，ECL の下で
オプトアウト権が実効的に機能するのかは疑わ
しい。こうした不備が生じた原因は，立法者が，
ECL が前提としている私的自治の原則を軽視して
いたことにあるとする指摘がある 155）。同論者によ
れば，ECL は本来，私的自治の原則を除去する
ものではない。これに関し，例えば，北欧諸国では，
労働分野・著作権分野には（労働者・著作権者に
よって業界ごとに構成される）業界団体が存在し，
それらの団体は，個々の主体（労働者・著作権者）
を代表して，様々な局面で協議及び交渉を行う役 
割を果たしているとされる 156）。こうした社会環境
の下で ECL を導入する場合は，ECL の権限を
有する集中管理団体が著作権の利用者との間で締
結する利用許諾契約の内容も当該権利者の意思が
反映されたものとなりやすいとされる 157）。中国の
集中管理団体における利用許諾契約の内容は，当
該集中管理団体を主管する機関によって決定され
ることが多く，最初から権利者らの参加に欠けて
いるとされている 158）。そのため，利用許諾の内容
は，権利者の意思を反映したものとはなりにくい。
以上のことから，中国に ECL を導入する際は，
オプトアウト権が的確に機能するように，権利者
への通知と脱退の手続きに関する規定を整備する
ことを通じて，権利者の意思が反映されやすい環
境作りを進めることが，特に重要な課題となる。

３．ECLの位置付け
（1）排他的権利との関係
　第三回著作権法改正に係る各改正草案は，いず
れも，ECL に関する規定を「権利の行使」とい
う標題が付された章に取り込んでいるのに対し
て，例えばデンマークでは，当該規定を，「著作
権の制限と ECL における権利の管理」という標
題が付された章に取り込み，当該規定を著作権の
制限に関する規定と同じ章に置いている。このよ
うに，ECL の立法上の位置付けは必ずしも統一さ
れているわけではない。そこで，中国においては，

いない可能性がある。それにもかかわらず，ECL
モデルを導入し，法律によってこのような集中管
理団体に ECL 適格性を付与することは，最終的
に当該集中管理団体が提供するサービスの質の向
上を妨げ，その質を下げることにつながるおそれ
がある）。そのため，多数の権利者から支持を得
られていない集中管理団体に，ECL の適格性を
付与するのではなく，集中管理団体のサービスを
向上させることで，より多くの権利者の加入を促
すことこそ肝心なことであるとされている 151）。
　以上のように，第三回著作権法改正では，
ECL の成立要件として，「全国的な範囲」で権利
者の利益を代表できるという代表性要件が要求さ
れていたが，その判断基準は明確ではなく，実質
的に代表性要件を充たしていない集中管理団体が
多く存在している。そのため，中国における集中
管理団体がサービスの質を向上させ，権利者から
の支持を得られるようにならなければ，集中管理
団体に ECL の適格を付与することは困難である
と考えられる。

（2）権利者のオプトアウトについて
　北欧諸国ないし EU で採用されている ECL モ
デルは，ECL モデルから脱退する（オプトアウト
する）権利を権利者に付与することを要求してい
る（ただし，場合によってはオプトアウトできな
いこともある 152））。これと同様に，中国の第三回
著作権法改正の改正草案のいずれも，権利者にオ
プトアウト権を付与すると規定している。しかし，
このような規定が仮に導入された場合に，それが
実際に機能するかが問題となる。例えば，中国音
楽著作権協会の規程第 15 条によると，構成員と
なる著作権者は随時同協会から脱退できるが，脱
退の効果が発生するのは，同協会が退会する通知
を受け取った 1 年後となる 153）。そのため，ある著
作権者が正式に脱退するまでの 1 年以内に，自身
の著作物が売れるようになっても，集中管理団体
が定めた利益を受け取るしかないという一種のバ
リュー・ギャップ（集中管理団体が得る利益と権
利者が得る利益との不均衡）が発生する 154）。
　また，IV の 1 で述べた通り，第三回著作権法改
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家版権局法規司司長・王自強は，アメリカの裁判
官ポズナーの言葉を引用する形で次のように述べ
た。すなわち，市場取引のコストが取引自体の価
値を上回る場合，権利は，当該権利を「最も重視
する人」に付与されるべきであるとし，この場合， 
著作権者の利益を尊重し，市場取引のルールを遵
守し，法律によって課せられる義務を履行する利
用者が「最も重視する人」に該当すると述べた 163）。
　中国では，著作権の私権的性質が通説として認
められている一方，同司長王氏は，著作権は私権
にとどまるものではないとする主張を行った。そ
こでは，著作権法によって保護される著作物は，
先人の知的成果によって生み出されたものであ
り，かつ，全人類にとって貴重な精神的財産であ
るため，権利者の基本的権利を尊重しつつ，適度
に著作物を伝達させることにより，より多くの人
にこれらの財産を享受させることができるという
ことが指摘されている 164）。その趣旨は，著作権が，
著作権者の利益のためというよりも，利用者の利
用を含む社会公益のためのものであると捉えるこ
とにあると解される。
　これに対して，中国の学者は，著作権の私権的
性質を前提にして，ECL モデルのように，権利者
に対して，他人が自身の著作物を利用することを
禁止するという内容の声明を出す負担を強いるこ
とには，正当な理由が見いだせないとしている 165）。

（3）小括
　このように，ECL の導入を検討する過程にお
いて，学界及び立案担当者は，ECL の本質につ
いて異なる見解を示している。なお，このような
議論は，中国社会において私権と公益がどのよう
に捉えられているのかという，より本質的な問題
を提起するが，この問題に関しては別稿での検討
を期したい。
　もっとも，ECL を「権利の制限」を行う制度と
して捉えることを前提に ECL モデルを導入する
場合は，条約上スリーステップテストを遵守する
ことが要求されることとなる。すなわち，ECL
が適用される分野は少なくともスリーステップテ
ストを充たす範囲で画定されなければならないこ

ECL を「権利の制限」を行う制度として捉える
のか，それとも「権利の行使」を実現する制度と
して捉えるのかをめぐって，意見が分かれている。
　ECL を「権利の制限」を行う制度として捉え
ることを主張する論者は，ECL を，法定の条件
の下で著作権者の権利を剥奪する制度であるとす
る。すなわち，著作権の本質は許諾権にあるとす
る立場から，通常，著作権者は，自身の著作物が
利用されることについて排他的に許諾する権利を
持っているとし，ECL のように許諾する権利を
剝奪するモデルにおいては，著作権者の排他的権
利（としての許諾権）は大幅に制限されること
となるという主張である 159）。これに関し，ECL で 
は，多くの場合，著作権者にはオプトアウトする
権利が認められているが，オプトアウト（の仕組
み）自体が，（自己の意思によらずに自身の著作
権が管理されている）著作権者に対し，（その管
理を解く条件として）オプトアウトの意思を表明
する義務を課すものであるとされる 160）。
　他方，ECL を「権利の行使」を実現する制度と
して捉えることを主張する論者は，ECL は権利
者の意思を尊重することを基本原則としており，
ECL モデルの下では権利者が随時オプトアウト
できるため，同モデルは「権利の制限」を行うも
のではないと述べている 161）。
　なお，「権利の制限」と「権利の利用」という両
方の観点から，ECL の位置付けを論じるものもあ
る。例えば，中国の第三回著作権法の各改正草案
において，ECL に関する規定は「権利の利用」と
いう標題が付された章に置かれているが，ECL は
集中管理団体が非構成員著作物の著作権をも管理
することを可能にすることで，その反面として非
構成員による権利の利用を（むしろ）制限する方
向に働く制度であるという実態を伴うため，第三
回著作権法の各改正草案のように ECL を「権利
の利用」を実現する制度として捉えることは，そ
の実態にそぐわないものであると指摘される 162）。

（2）私権・公益との関係
　一方，ECL と私権及び公益との関係について，
第三回著作権法改正の立案担当者の 1 人である国
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リーステップテストは，権利制限規定が適用され
る要件として，当該制限が「特別の場合」に行わ
れるものであることを要求しているからである。
これに対して，中国著作権法第三回法改正におい
て，改正草案第一稿は ECL の適用範囲を全ての
著作権及び著作隣接権としている点，送審稿のそ
れは，「他の方法によって著作物を伝達すること」
を含んでいる点からみると，ECL が適用される
範囲は広すぎるため，これらの場合はいずれも「特
別の場合」に該当しない 167）。そのため，ECL の
適用範囲は，これらに比して一層具体的に限定さ
れる必要がある。
　これに関し，ECL が適用される具体的な範囲
について，仮に ECL を導入するならば，北欧諸
国のそれを参照し，ECL の適用範囲は，教育目
的の複製，公共図書館，博物館に必要な複製等の
分野に限定すべきであるとする見解がある 168）。
　また，学説の中には，ECL は公共の利益に関連
する部分に及ぶべきであると指摘した上で，Ⓐ改
正草案で示されたカラオケボックス等における公
衆への著作物の伝達（改正草案第二稿，改正草案
第三稿，送審稿），Ⓑラジオ放送とテレビ放送で
の著作物の利用（改正草案第二稿）に加え，Ⓒ孤
児著作物の分野に ECL を導入することを主張す
る見解もある 169）。それは次のように述べている。
　すなわち，まず，Ⓐに関しては，カラオケボッ
クスでの歌唱は公衆からの需要が高い娯楽活動で
あるため，これについて集中管理団体に管理され
ていない著作物が利用できないとすることは，公
衆の需要を損なうおそれがあるため，Ⓐの分野
に ECL が適用されるべきであるとされた。他方，
デパートやレストラン等の商業的施設での音楽著
作物の再生は，主に商業的目的で行われるもので
あり，同種の商業的施設で音楽著作物を再生する
場合，集中管理団体によって管理される著作物の
みで営業上の需要が満たされるのであり，かつ，
そのような音楽著作物の再生は，公衆の需要との
関連性が低いため，ECL を導入すべきでないこ
とが指摘されている。また，オリンピックや博覧
会等，公衆が参加し，かつ，影響力のあるイベン
トでは，ECL の適用が認められるべきであると

ととなる。これに関し，中国第三回著作権法改正
の改正草案では，ECL に関する規定が「権利の
制限」ではなく「権利の利用」という標題が付さ
れた章に取り込まれており，ECL の適用範囲を
画定する際も，改正草案第一稿及び送審稿で示さ
れたように適用場面が広いため，条約上要求され
るスリーステップテストとの整合性が考慮されて
おらず，ECL を「権利の制限」を行う制度とし
て捉える際の ECL の適用範囲についての検討が
十分に行われてこなかったように思われる。その
ことを踏まえつつ，以下，ECL を「権利の制限」
を行う制度として捉えることを前提に，スリース
テップテストも参照して，中国においてどのよう
な領域に ECL を導入すべきかを検討する。

４．ECLが適用される範囲
　IV の 1 で述べたように，今般の著作権法改正
では，ECL の適用範囲が，改正草案第一稿では
全ての著作権及び著作隣接権に及ぶとされ，改正
草案第二稿では放送事業者（ラジオ放送局とテレ
ビ放送局）による公表済みの著作物（言語，音
楽，美術又は写真の著作物）の放送及びカラオケ
ボックス等における公衆に向ける音楽著作物又は
視聴覚著作物の伝達に限定され，さらに，改正草
案第三稿ではカラオケボックス等における言語の
著作物，音楽著作物又は視聴覚著作物の公衆伝達
に限定された。その後の送審稿では，ECL の適
用範囲がカラオケボックス等における音楽著作物
又は視聴覚著作物の公衆伝達へと限定されたよう
にみえるが，「他の方法によって著作物を伝達す
ること」という一文が付け加えられたことにより，
ECL の適用範囲は再び拡張されたと指摘されて
いる 166）。結局，ECL に関する規定は削除された
のであるが，このように，今般の著作権法改正に
至る過程では，ECL が適用される範囲は定まら
なかったのである。
　そうしたところ，VI の 3（3）で述べたように，
ECL を「権利の制限」を行う制度として捉える場
合，中国著作権法改正の改正草案が示した ECL
の適用範囲は，条約上要求されるスリーステップ
テストに抵触するおそれがある。というのも，ス
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ている 174）。これに関し，VI の 2 で述べたように，
ECL の成立要件として，権利者がオプトアウト権
を有すること及び集中管理団体が代表性を有する
ことを挙げることができる。そうしたところ，オ
プトアウト権が実効的に確保されるかどうかの問
題は，直接的には制度設計上の問題に負うところ
が大きいといえるとしても，集中管理団体につき
代表性要件が充たされていないという問題は，制
度設計を工夫することで直ちに解決できるもので
はない。この後者の問題が解決されなかったこと
が，今回，中国において ECL の導入が失敗した根
本的な要因であると考えられる。そして，集中管
理団体が政府主導で設立・運営される中で，権利
者側の意思が反映されにくい構造が形成されたこ
と，集中管理団体は，非営利法人であると法定さ
れつつも，実際上，その性質になじまない活動も
行っていることから，権利者及び利用者からの支
持を得られなかったことが，中国の集中管理団体
が代表性要件を充足するに至っていない原因（の
1 つ）であると考えられる。
　中国では，集中管理制度がこうした問題を抱え
ている中で，ECL の導入が見送られることとなっ
た。しかし，第三回著作権法改正では，集中管理
団体への規制が強まっており（例えば，III の 1

（4）で確認した 2020 年著作権法第 8 条），それは，
ECL を導入するために集中管理の環境を整えよ
うとする動きであると解釈できなくもない。集中
管理団体への規制を強化することにより，集中管
理団体に対する権利者及び利用者の信頼が高まる
ことが見込まれる。
　次に，中国に ECL を導入するための具体的な
方策として，第一に，集中管理団体の非営利性を
貫徹させることが重要であると考えられる。もと
より，法的根拠がないままに非構成員著作物の利
用に係る使用料は徴収すべきでないが，仮に徴収
するにせよ，例えば，V の 3 で取り上げた，非構 
成員著作物の著作権管理が著作権侵害として問わ
れた事件のように，集中管理団体が使用料を徴収 
したにもかかわらず著作権者にその旨を通知せず，
かつ，使用料も分配しないということや，VI の
1（2）でみたような，集中管理団体が営利目的の

の指摘もなされている 170）。
　次に，Ⓑに関しては，放送局が番組を放送する
際には大量の著作物に係る権利を処理する必要が
あり，その際，1 つの著作物が複数の権利の対象
となっていることや，1 つの著作物が複数回にわ
たって利用されることもあるため，権利処理が煩
雑になる可能性は高い。そうしたところ，ラジオ
番組やテレビ番組は，公衆が多様な文化にアクセ
スすることを可能にするものであり，公共の利益
に関連するものとして，Ⓑの分野に ECL を適用
すべきであるとされる 171）。
　また，Ⓒに関しては，著作権法実施条例第 13
条は，孤児著作物の利用を許諾する権利は著作物
の原作品の所持者によって行使されると規定し，
孤児著作物を利用する権利に関する規定となって
いる。しかし，この規定は孤児著作物の大量利用
に対処するための実効的な方法を確立するものと
はなっていないため，孤児著作物の実務上の需要
に照らして，Ⓒの分野に ECL を適用すべきである 
とされる 172）。以上に対し，一時的複製，企業内の 
複製，障害者のための著作物の利用に関しては，
中国では実務上の問題がまだ明確ではないため，
ECLの導入は現段階では必要ではないとされる173）。
　このように，ECL の適用範囲は，立法過程か
らも（IV の 1 参照），学界における議論からも，
明確に画定できる状況にはないと考えられる。そ
のため，これに関して一層の検討を行うことが今
後の課題となっている。

Ⅶ．結びにかえて

　中国第三回著作権法改正に際して行われた，
ECL を導入する試みは，一旦失敗に終わった。 
まず，ECL の導入を実現できなかった原因につい
て，日本では，中国における集中管理は未だ緒に
ついたばかりであり，最も進んでいると思われる
音楽分野においても，当該分野で政府に認められ
た唯一の集中管理団体 MCSC の徴収額は，市場全
体の 50% に達しているかどうかといったところで 
あるため，改正草案が構想する集中管理体制を実
現することは現実的でないとする指摘が行われ
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法律によって具体化され，かつ，限定されなけれ
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